
号

外

四�
平

成
二
十
一
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
公
告
式
条
例
施
行
規
則

(

同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

三

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

三

規

則

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

(

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岐
阜
県
総
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中｢

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号｣

を｢

岐
阜
県
総
務

関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
九
号｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中｢

別
表
第
一
三
十
七
の
項｣

を｢

別
表
第

一
四
の
表｣

に
、｢

以
下
こ
の
条｣

を｢

次
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
四

号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中｢

別
表
第
一
六
十
八
の
項｣

を｢

別
表
第
一
七
の
表｣

に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
削
る
。

(
岐
阜
県
工
業
試
験
等
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則
等
の
廃
止)

第
二
条

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

岐
阜
県
工
業
試
験
等
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十

号)

二

岐
阜
県
計
量
法
関
係
手
数
料
及
び
計
量
器
依
頼
検
査
等
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日



(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号)

三

岐
阜
県
消
防
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号)

四

岐
阜
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第

二
十
四
号)

五

岐
阜
県
保
健
所
診
療
等
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二

十
五
号)

六

岐
阜
県
衛
生
試
験
等
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

七

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十

七
号)

八

岐
阜
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号)

九

岐
阜
県
公
害
紛
争
処
理
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第

二
十
九
号)

十

岐
阜
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則

第
三
十
号)

十
一

岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県

規
則
第
三
十
一
号)

十
二

岐
阜
県
建
設
業
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(
平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十

二
号)

十
三

岐
阜
県
土
地
収
用
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
三

十
三
号)

十
四

岐
阜
県
建
築
基
準
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
三

十
四
号)

十
五

岐
阜
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則

第
三
十
五
号)

十
六

岐
阜
県
都
市
計
画
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
三

十
七
号)

十
七

旧
岐
阜
県
宅
地
開
発
基
準
条
例
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県

規
則
第
三
十
八
号)

十
八

岐
阜
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十

号)

十
九

岐
阜
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
の
細
目
を

定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
一
号)

二
十

岐
阜
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
四

十
二
号)

二
十
一

岐
阜
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
の

細
目
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
八
号)

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
告
式
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号

岐
阜
県
公
告
式
条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

電
磁
的
方
法
等)

第
二
条

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る

者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法
と
す
る
。

２

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置(

著
作
権
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号)

第

二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。)

を
使
用
す
る
も
の
に
よ

る
措
置
と
す
る
。

(

電
磁
的
記
録)

第
三
条

条
例
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
公
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
報
発
行
規
程(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
一
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
二
項
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
一
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
第
三
項
中｢

岐
阜
県
歴
史
資
料
館(

以
下｢

歴
史
資
料
館｣

と
い
う
。)｣

を｢

法
務
・

情
報
公
開
課
長
が
別
に
指
定
す
る
施
設(

以
下｢

指
定
施
設｣

と
い
う
。)｣

に
、｢

歴
史
資
料
館
で｣

を

｢

指
定
施
設
で｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

歴
史
資
料
館
で｣

を

｢

指
定
施
設
で｣

に
改
め
、

｢

歴
史
資
料
館
を
所
管
す
る
課
長
及
び｣

を
削
り
、
同
条
第
五
項
中｢

歴
史
資
料
館
を
所
管
す
る
課
長

に
引
き
継
が｣

を｢

指
定
施
設
で
保
存
し｣

に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
る
。

第
四
十
二
条
第
四
項
中｢

歴
史
資
料
館
を
所
管
す
る
課
長
が
歴
史
資
料
館
に
収
蔵
す
る
こ
と
を｣

を

削
り
、｢

歴
史
資
料
館
を
所
管
す
る
課
長
に
引
き
継
ぐ｣

を｢

指
定
施
設
で
保
存
す
る｣

に
改
め
、
同

条
第
五
項
中｢

歴
史
資
料
館
を
所
管
す
る
課
長
に
引
き
継
ぐ｣

を｢

指
定
施
設
で
保
存
す
る｣

に
改
め

る
。第

七
十
四
条
第
三
項
中｢

歴
史
資
料
館
を
所
管
す
る
課
長
が
歴
史
資
料
館｣

を｢

法
務
・
情
報
公
開

課
長
が
指
定
施
設｣

に
、｢

歴
史
資
料
館
を
所
管
す
る
課
長
に｣

を｢

法
務
・
情
報
公
開
課
長
に｣

に

改
め
る
。

附
則
第
八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８

当
分
の
間
、
第
十
四
条
の
五
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
、
第
十
五
条
第
四
項
、
第
三
十
六
条
の
二
、

第
四
十
三
条
の
六
、
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
四
項
及
び
第
六
十
九
条
の
二
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
五
中

｢

及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
第
七
号｣

と
あ
る
の
は

｢

並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号(

第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
該
当
す
る
文
書
を

除
く
。)

及
び
第
七
号｣

と
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
中｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、
当
該
文
書

の｣

と
あ
る
の
は｢

当
該
文
書
の｣

と
、
第
十
五
条
第
四
項
、
第
三
十
六
条
の
二
及
び
第
四
十
三
条

の
六
中｢

及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
第
七
号｣

と
あ
る
の
は｢

並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号

(

第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
該
当
す
る
文
書
を
除
く
。)

及
び
第
七
号｣

と
、
第
四
十
七

条
の
三
第
一
項
中｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、
当
該
文
書
の｣

と
あ
る
の
は｢

当
該
文
書
の｣

と
、

第
四
十
八
条
第
四
項
中｢

及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
第
七
号｣

と
あ
る
の
は｢

並
び
に
第
三
十
五
条

第
一
項
第
六
号(

第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
該
当
す
る
文
書
を
除
く
。)

及
び
第
七
号｣

と
、
第
六
十
九
条
の
二
中｢

及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
第
七
号｣

と
あ
る
の
は｢

並
び
に
第
六
十
八

条
第
一
項
第
六
号(

第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
該
当
す
る
文
書
を
除
く
。)

及
び
第
七

号｣

と
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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市
町
村

地

振

観

ブ

統
少 男
女
青

商

政
中

企
地
域
振
興
課

市
町
村
課

統
計
課

男
女
参
画
青
少
年
課

産
業
政
策
課

観
光
・
ブ
ラ
ン
ド
振
興
課

中
小
企
業
課

阿
多
岐
ダ
ム
管
理
事
務
所

犀
川
管
理
事
務
所

地

振

市
町
村

統
男
女
青

産

政
観

ブ

中

企
阿
ダ
管

犀

市
町
村
課

地
域
振
興
課

観
光
・
ブ
ラ
ン
ド
振
興
課

統
計
課

少
子
化
対
策
課

男
女
参
画
青
少
年
課

商
工
政
策
課

中
小
企
業
課

犀
川
管
理
事
務
所

犀

９

当
分
の
間
、
第
十
四
条
の
七
第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
第
七
号
、
第
四
十
七
条
の
三
第
四
項

及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

別
記
第
八
号
様
式
の
二(

そ
の
一)

及
び
同
様
式(

そ
の
二)

中｢職
氏
名
｣

を｢氏
名
｣

に
改
め
、
第
九
号
様
式(

そ
の
一)

及
び
同
様
式(

そ
の
二)

中｢職
氏
名
｣

を｢氏
名
｣

に

改
め
、｢

(増
刷

部
)｣

を
削
る
。

｢
｢

別
表
第
一
中

を

｣

｢

｢

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

を

｣

｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

｢

に
、

を ｢

｣
｣

｢

に
、

を ｢

｣
｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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